横浜市職員厚生会会員証申請書


	申請日
	

	所属名
	

	申請担当者名
	

	申請枚数
	





【申請に関する注意事項】
[bookmark: _Hlk216875847] ・(1)、(2)をご確認のうえ、各所属で必要数を申請してください。 
・配付対象者が厚生会会員であることを確認してください。 
・対象者がいない場合は報告不要です。

(1)  職員証＊をお持ちの会員
会員証の配付は原則行いません。
[bookmark: _Hlk217380048]割引契約店等に職員証を提示することで優待サービスを利用できます。

(2)　職員証＊をお持ちでない会員
会員証の配付が必要になりますので、各所属が必要数を申請してください。

＊　横浜市長、横浜市消防長、横浜市病院事業管理者、公立大学法人横浜市立大学理事長が発行する職員証

【会員証の有効期限】
令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで

【申請期限】
令和８年２月20日（金）


